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１．工事概要 

 （１）工事名 

    神戸長田トンネル避難連絡坑工事（２８－山手） 

 

 （２）工事場所 

    神戸市道高速道路２号線（31号神戸山手線） 

（神戸市長田区大谷町～同市須磨区妙法寺付近） 

 

 （３）工事内容 

本工事は、神戸市道高速道路２号線（31号神戸山手線）における神戸長田トンネ

ルの既設トンネル内から上下線トンネルを接続する避難連絡坑を設置する工事であ

る。 

 

 （４）工事概算数量 

    避難連絡坑 ４カ所 

 

 （５）工期 

    設計業務 契約締結日の翌日から平成29年8月31日（当初） 

         契約締結日の翌日から令和元年5月31日（最終） 

    工  事 工事契約時に設定する。（当初） 

         工事契約の中止（最終） 

 

２．経緯 

 （１）契約相手方の選定方法 

 本工事は、阪神高速道路３１号神戸山手線において、上下線トンネルを接続する避難連

絡坑を４箇所増設する工事である。当該トンネルは神戸市西部地域における幹線道路の混

雑緩和に貢献していることから、長期間の通行止めによる施工は困難であり、トンネル利

用者や施工上の安全確保のため、やむを得ず通行止めとする場合を除き一車線の通行規制

を基本とした避難連絡坑の施工を余儀なくされるという狭隘な現場条件等、非常に厳しい



施工条件下の工事である。 

また、本工事の発注における仕様の前提となる条件の設定においては、特に以下の課題

が懸念された。 

 ・前例の無い、土砂地山での供用下における既設覆工切り開き 

 ・連絡坑４カ所の地質・地下水等の状況とその施工法等の対応 

 ・本坑周辺の施工時の地盤改良等の現状とその施工法等の対応 

・上記各種条件を踏まえた施工法・補助工法は現場施工状況に併せた施工者独自の高度

な工法等の活用が必要 

 上記のような厳しい条件下での工事においては、施工者の優れた技術・経験を取り入れ

なければ、経済的かつ効率的、そして安全な施工が困難であることから「技術提案・交渉

方式」を適用することとした。 

また「技術提案・交渉方式」の契約タイプの選定においては、変化に富む地質状況に対

するトンネル掘進時の補助工法検討や、供用中のトンネル覆工切り開きに伴う既設構造物

への対応等に関する効率的な設計には施工者による設計が必要であることに加えて、設計

及び各種施工条件を踏まえた施工法・補助工法は現場施工状況に併せた施工者独自の高度

な工法等の活用が必要であると考えられたことから「設計交渉・施工タイプ」を適用する

こととした。 

（２）参考額の提示 

技術提案・交渉方式では、競争参加者にとっては技術提案の自由度が高い反面、上述の

ように仕様が確定しないため、場合によっては提案する目的物の品質・性能と価格等のバラ

ンスの判断が困難となり、発注者にとって過剰で高価格な提案となるおそれがある。そのた

め、競争参加者の提案する目的物の品質・性能レベルの目安として、予め、参考額を設定し

た。 

なお、参考額は工事の規模の目安であり、阪神高速道路株式会社の検討案に基づく積算

金額である。なお、見積金額に対する上限拘束性を有するものではない。 

（３）契約相手方の選定体制 

技術提案書の内容の審査・評価等は、阪神高速道路株式会社の入札・契約運営審査会（以

下「入札・契約運営審査会」という。）にて行った。 

また、中立かつ公正な立場で審査を行うため、学識経験者で構成する「総合評価審査委

員会特別部会」（以下「総合評価審査委員会」という。）を設置し、意見聴取を実施した。 

総合評価審査委員会は、別表のとおり、各技術分野を専門とする学識経験者 2 名及び社

内の関係社員で構成し、工事内容の確認、契約手続方法の適用性の確認、技術提案内容の確

認、技術審査及び技術評価の結果並びに技術評価点順位の妥当性の確認等を行った。なお、

総合評価審査委員会は非公開とした。 

総合評価審査委員会の学識委員は以下のとおり。 

 



氏名（五十音順） 所  属 

井上 晋 大阪工業大学教授 

松井 保 大阪大学名誉教授 

 

（４）契約者決定の流れ 

契約者決定の流れは以下のとおり。 

 

 

（５）契約者決定までの主な経緯 

契約者決定までの主な経緯は以下のとおり。 

日 付 内 容 

平成28年3月15日 総合評価審査委員会 

（学識経験者への意見聴取） 

平成28年3月24日 契約手続開始の公示 

平成28年4月21日 競争参加資格確認申請書 

見積書（設計業務）等の受領期限 

平成28年5月12日 競争参加資格確認結果通知 

参考額通知（設計業務） 

平成28年6月10日 技術提案書の受領 

平成28年6月23日 第1回技術対話（技術提案の改善） 

平成28年7月8日 最終技術提案書の受領 

平成28年8月2日 総合評価審査委員会 

（学識経験者への意見聴取） 

平成28年8月9日 入札・契約運営審査会 

平成28年8月12日 優先交渉権者の選定 

平成28年8月26日 見積合わせ（設計業務） 

平成28年8月31日 受注者の決定 

（設計業務契約締結、基本協定書締結） 

平成28年9月1日 設計業務の開始日 

 



３．公示内容の確認 

（１）公示内容確認の概要 

本工事の契約手続を行うにあたり、公示内容を総合評価審査委員会に報告し以下の事項

について確認された。その確認を踏まえ、入札・契約運営審査会にて公示内容を決定し

た。 

・工事内容 

・契約手続方式の適用性 

・技術提案範囲及び技術提案評価項目 

（２）公示 

入札契約運営審査会にて公示内容について確認された後、平成28年3月24日に公示を行

い、競争参加資格確認申請書の提出を招請した。 

 

４．質問書の受領・回答 

（１）質問書の受領 

技術提案書等作成に係る質問について、提出期限を平成28年3月25日から平成28年5月24

日までとして受領した。質問については、4問の質問が提出された。 

 

（２）質問書の回答 

提出された質問について、技術審査会にて回答内容の確認を行い、平成28年4月1日から

平成28年7月15日まで資料閲覧にて、回答を公表した。 

 

５．競争参加資格確認 

（１）競争参加資格確認の概要 

競争参加資格については、競争参加者としての適正な資格と必要な実績の有無を入札・

契約運営審査会で確認した。以下に、競争参加資格要件として設定した項目のうち主なも

のを示す。 

阪神高速道路株

式会社契約規則

第6条 

阪神高速道路株式会社契約規則（平成23年阪神高速規則第10号）第6

条の規定に該当しない者であること。 

一般競争参加資

格の認定 

① 設計業務の契約の締結までに阪神高速における測量・建設コンサ

ルタント等の「土木設計」に係る平成 25～28 年度の一般競争参加資

格の認定を受けていること。 

② 設計業務の契約の締結までに建設工事の「土木」の等級Ａに係る平

成 27・28 年度の一般競争参加資格の認定を受けていること。 

会社更生法・民

事再生法 

会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民

事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ



と。 

対象業務及び対

象工事に対する

等級区分及び企

業の形態 

設計業務 

単体又は２者による設計共同体であること。 

ただし、①単体の場合は、設計業務の契約の締結までに阪神高速に

おける測量・建設コンサルタント等の「土木設計」並び

に建設工事の「土木」の等級Ａに係る平成 27・28 年度

の一般競争参加資格の認定を受けていること。 

②設計共同体の場合にあっては、上記①に掲げる条件を満

たしている者により構成される設計共同体であること。 

工事 

単体又は２者による特定建設工事共同企業体であること。 

ただし、①単体の場合は、設計業務の契約の締結までに建設工事「土

木」の等級Ａに係る平成 27・28 年度の一般競争参加資

格の認定を受けていること。 

②特定建設工事共同企業体の場合にあっては、代表者・構

成員ともに建設工事「土木」の等級Ａの認定を受けた者

により構成される特定建設工事共同企業体であること。 

工事の施工実績 平成 12 年度以降に、元請けとして、下記に示す工事の施工実績を有

すること。 

・NATM によるトンネル工事 

工事成績評定点 阪神高速が発注した工事のうち、過去２年度（平成25年度及び平成

26年度）に完成し引き渡しされた工事の実績がある場合は、平成25

年度及び平成26年度の工事成績評定点の平均が２年連続で65点未満

でないこと。 

配置予定技術者 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専

任で配置できること。 

①  下記に示すいずれかの資格を有する者であること。 

・１級土木施工管理技士又は技術士（建設部門） 

②  平成 12 年度以降に、元請けの現場代理人、監理技術者、

主任技術者又は担当技術者として、下記に示す工事の工事

経験を有する者であること。 

・NATM によるトンネル工事 

 

（２）競争参加資格確認結果 

平成28年4月21日までに1者の応募があった。この1者より提出された競争参加資格確認

申請書について、説明書に示した競争参加資格を満たしていることを入札・契約運営審査



会において確認し、平成28年5月12日に競争参加資格確認結果の通知を行った。 

 

６．技術提案及び技術対話 

（１）技術提案の範囲 

技術提案範囲については「工事目的物の設計・施工方法の検討」とし、総合評価審査委員

会にて技術提案評価項目を確認し以下のとおりとした。 

 

① 業務体制確保の確実性 

② 防水工の設計・施工に関する着眼点や手順等 

③ 覆工切り開きの設計・施工に関する着眼点や手順等 

④ 低土被り・地下水等への対応等に関する着眼点や手順等 

⑤ 中硬岩への対応に関する着眼点や手順等 

⑥ 工事の施工体制確保に関する取り組み 

⑦ 品質管理・安全管理に関する取り組み 

 

（２）技術提案書の受領 

技術提案書は、技術提案書提出要請を行った１者から受領した。技術提案書の提出があ

った１者に対して技術対話を行い、技術提案内容及び前提条件、適用条件等を確認した。

提出された技術提案に対して発注者から改善を求める事項はなかったが、第１回技術対話

の終了後、自発的な技術提案の改善がなされ、その内容を反映した最終技術提案書を平成

28年7月8日に受領した。 

 

（３）技術対話の概要 

【第 1回技術対話】 

 ○技術提案書の内容及び前提条件、適用条件等について確認及び質問を実施。 

・業務実施体制確保の内容、有用性等 

・各技術提案の着眼点や手順等の内容、根拠等 

・各技術提案の内容、各種条件、有用性等 

 ○技術提案書に対して過度な提案、技術提案が不適切なもの等はなく、改善要請事項はな

かった。 

 

７．技術審査 

（１）実施方法 

最終技術提案書に対する技術評価結果(案)を作成し、当該案を総合評価審査委員会に報

告し、技術審査及び技術評価結果の妥当性が確認された。その確認を踏まえ、入札・契約運

営審査会にて優先交渉権者を決定した後、平成 28 年 8 月 12 日に優先交渉権者決定書の通



知を行った。 

 

（２）技術審査概要 

【技術提案の分類】 

最終技術提案書の技術審査は、提出されたすべての技術提案を公示時の説明書に記載し

た評価項目ごとに評価細目別に分類し、評価細目単位で本工事の適用性及び効果を考慮し、

業務実施体制及び技術提案を評価し、点数化した。 

 

【業務体制評価点の決定】 

以下の 3段階評価で業務体制評価点を決定した。 

 

評価 配点率 評価基準 

優 10／10 業務目的や特徴を踏まえた内容であり、業務実施方針・留意点等

に関する記述から業務実施の信頼性・確実性が高く期待できる内

容となっている。 

良 5／10 業務目的や特徴を踏まえた内容であり、業務実施方針・留意点等

に関する記述から業務実施の信頼性・確実性が期待できる内容と

なっている。 

可 0／10 一般的な業務実施方針・留意点等に関する内容となっている。 

 

 

【技術評価点の決定】 

点数化した評価細目毎の評価を平均し、評価細目毎に公示時の説明書に記載した以下の 5

段階評価で技術評価点を決定した。 

 

評価 配点率 評価基準 

優 10／10 現地条件や工事の特徴を踏まえた提案・工夫等により、設計及び

工事の品質向上に資することが極めて高く期待できる内容とな

っている。 

良上 7／10 現地条件や工事の特徴を踏まえた提案・工夫等により、設計及び

工事の品質向上に資することが高く期待できる内容となってい

る。 

良 5／10 現地条件や工事の特徴を踏まえた提案・工夫等により、設計及び

工事の品質向上に資することが期待できる内容となっている。 

良下 3／10 現地条件や工事の特徴を踏まえた提案・工夫等により、設計及び

工事の品質向上に資することが一定程度期待できる内容となっ



ている。 

可 0／10 上記に該当しない一般的な内容となっている。 

 

 

８．技術提案の講評 

 

①件名 神戸長田トンネル避難連絡坑工事（２８－山手） 

②選定通知日 平成２８年８月１２日 

競争 

参加者 

項目 

技術提案項目 

合計 
業務実施 

体制 

特定 

ﾃｰﾏ(1) 

特定 

ﾃｰﾏ(2) 

特定 

ﾃｰﾏ(3) 

特定 

ﾃｰﾏ(4) 

工事施工 

体制 

品質管理 

安全管理 

配点 5 20 20 10 10 5 5 75 

Ａ者 評価点 2.50 14.00 14.00 7.00 5.00 5.00 5.00 52.50 

 

（１）総評 

神戸長田トンネル避難連絡坑工事（２８－山手）の技術提案書は１者から提出され、当

該技術提案書の内容の審査を入札・契約運営審査会において行った。また、総合評価審査

委員会において妥当性の確認を行った。 

審査は、最終技術提案書を基にして、以下の評価項目について行った。 

 ①業務体制確保の確実性 

②防水工の設計・施工に関する着眼点や手順等 

③覆工切り開きの設計・施工に関する着眼点や手順等 

④低土被り・地下水等への対応等に関する着眼点や手順等 

⑤中硬岩への対応に関する着眼点や手順等 

⑥工事の施工体制確保に関する取り組み 

⑦品質管理・安全管理に関する取り組み 

審査の結果、優先交渉権者をＡ者とした。 

 

優先交渉権者として選定したＡ者（大成建設株式会社）は、特に、防水工施工時の施工

法の留意点に対する検討事項や覆工切り開き時における解析及び評価の検討手法、トンネ

ルへの流入水等に対する検討、業務・工事の実施体制確保に関する取り組み内容等につい

て高い評価がなされている。 

 

９．設計業務の実施 

「設計交渉・施工タイプ」における詳細設計業務の実施にあたり、発注者は優先交渉権

者と基本協定書を締結し、設計業務の契約を締結した。 



 

１０．工事契約の中止 

上記の設計業務の結果、工事開始から完了までの間、想定を大幅に上回る神戸長田トンネ

ルの通行止めを含む車線規制が必要な事が判明し、社会的影響を考慮すると計画どおりの

工事を実施することは非常に困難であるとの見解に至った。 

本来であれば、業務完了後は基本協定書第５条に基づき業務の設計成果物を基に工事の

請負契約に係る価格等の交渉などの手続を進め、合意に至った場合は当該工事契約を締結

するところであるが、前記状況を鑑み、基本協定書第９条及び第１１条の「本協定書に定め

のない事項」として優先交渉権者と協議した結果、工事契約の中止に至った。 

 


